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１．はじめに

　本稿では特別支援教育における「関係機関との連携」
を取り上げる。このテーマを取り上げる理由の一つ
は、筆者自身が教員養成大学の発達支援相談室担当の
臨床心理士教員であり、特別支援教育における学校と
の連携を実践する立場にあることである。しかし、関
係機関として「学校との連携」が十分にできているか
と我が身を振り返ると、そうではない。発達支援相談
室に来室するクライエントの通う学校との連携、大学
の内部である附属特別支援学校との連携、特別支援教
育ボランティア学生を紹介している小学校との連携な
ど、より密接に実践したいと思いつつも、十分な連携
はなかなかできないでいる。大学での雑多な仕事の合
間に、時間に追われつつ細々と連携しているのが実情
である。学校側も、学校側が連携しようとしている他
の関係機関も似たような事情を抱えているものと思わ
れる。
　こうした現状を見つめつつ、それを少しでも改善し
ていくための手がかりを探っていくために、今回、特
別支援学校教諭免許状を取得するための認定講習で、
「関係機関との連携」を取り上げることにした。受講者
は、小学校の教員2名、中学校の教員1名、特別支援
学校の教員28名である。受講者は事前に「特別支援教
育実践における医療、福祉、労働など関係機関との連
携について、あなたの実践（実践できていない場合は
その理由）を踏まえて、その効果と問題点についてA４
一枚（800字程度）で述べよ」という事前課題レポー
トに取り組んだ上で講習に臨んだ。講習は2012年8月
21日～22日にわたって実施され、1日目は「関係機関
との連携」についての講義と質問紙調査および全体協
議を行い、2日目はグループ協議とその全体発表およ

び「ふりかえり」を行った。本稿では、1日目の「特
別支援教育における関係機関との連携」についての講
義内容の概要（近年の「施策の動向」と「学習指導要
領」との関連）と、受講者への質問紙調査結果を中心
に紹介する。

２．特別支援教育と関係機関との連携�
（施策の動向） 　　　　　　　

　まず、特別支援教育における「関係機関との連携」
をめぐる施策の動向について、ここ十年の間に公表さ
れた三つの文書を見ていく。

①　�『今後の特別支援教育の在り方について（最終報
告）』１

　「特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会
議」は、『今後の特別支援教育の在り方について（最終
報告）』（以下『最終報告』と略）を、「障害の程度等
に応じ特別の場で指導を行う「特殊教育」から障害の
ある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて適切な
教育的支援を行う「特別支援教育」への転換を図る」
という基本的方向のもと2003年3月に公表した。そこ
ではすでに、「関係機関との連携」がうたわれている。
『最終報告』の第2章「今後の特別支援教育の在り方に
ついての基本的な考え方」の3.「関係機関との有機的
な連携と協力」には、以下のように記されている。

……さらに、障害のある児童生徒のニーズは教育、福祉、
医療等様々な観点から生じうるものである。これらの
ニーズに対応した施策はそれぞれ独自に展開できるも
のもあるが、類似しているもの、又は密接不可分なもの
も少なくない。したがって、教育という側面から対応を
考えるに当たっても、福祉、医療等の面からの対応の重
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要性も踏まえて関係機関等の連携協力に十分配慮する
ことが必要となる。また、福祉、医療等の面からの対応
が行われるに当たっても、教育の立場から必要な支援・
協力を行うことが重要である。

②　�『特別支援教育を推進するための制度の在り方に
ついて（答申）』２

　「関係機関との連携」は「特別支援教育のセンター的
機能」「個別の教育支援計画」などとの関連で多く言及
されている。
　2005年12月に「中央教育審議会」が公表した『特別
支援教育を推進するための制度の在り方について（答
申）』（以下『答申』と略）では、「特別支援教育のセン
ター的機能」の「具体的内容」の一つとして、「福祉、
医療、労働などの関係機関等との連絡・調整機能」が
挙げられ、「個別の教育支援計画の策定に当たり、福
祉、医療、労働などの関係機関等との連絡・調整を行
うことなどが考えられる」としている。
　また、『答申』では、「個別の教育支援計画」につい
て以下のように定義付け、関係機関との連携の必要性
が強調されている。

　「個別の教育支援計画」とは、障害のある幼児児童生
徒の一人一人のニーズを正確に把握し、教育の視点から
適切に対応していくという考えの下、長期的な視点で乳
幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な支
援を行うことを目的として策定されるもので、教育のみ
ならず、福祉、医療、労働等の様々な側面からの取組を
含め関係機関、関係部局の密接な連携協力を確保するこ
とが不可欠であり、教育的支援を行うに当たり同計画を
活用することが意図されている。

　『最終報告』と『答申』を比較してみると、『答申』
では、「長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後まで
を通じて一貫して的確な支援を行う」ことが意図され、
「障害のある児童生徒」という表現が「障害のある幼
児児童生徒」に変わり、関係機関として「福祉、医療
等」から「福祉、医療、労働等」と「労働」が加わっ
ていることが特徴である。つまり、幼保と小学校（小
学部）の連携、および高等学校（高等部）と労働機関
（企業等）の連携に焦点が当てられている。

③　�『児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の
一層の推進について（事務連絡）』3

　2012年４月、上記の通達（以下『事務連絡』と略）
が、「厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉
課」と「文部科学省初等中等教育局特別支援教育課」
から共同提出された。これは、児童福祉法及び障害者
自立支援法の一部が改正され、相談支援の充実及び障
害児支援の強化が図られたことによるものである。以
前の知的障害児通園施設等は「児童発達支援センター」

として再編され、「施設の有する専門機能を活かし、地
域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる施設
への援助・助言を合わせて行うなど、地域の中核的な
療育支援施設」となった。「障害児を預かる施設への援
助・助言」とは、具体的に言えば、保育所や幼稚園な
どの就学前の施設を訪問し、障害児の集団生活への適
応のための専門的な支援を行うもので、特別支援学校
が地域の小・中学校に対して担うセンター的機能の就
学前版と言ってもよいだろう。一方、これまで児童デ
イサービス等を担ってきた小規模の事業所等は「児童
発達支援事業」として再編され、「専ら利用障害児や
その家族に対する支援を行う身近な療育の場」となっ
た。『事務連絡』では、以下のように、教育と福祉の連
携が求められている

　改正法により、本年４月から児童福祉法に基づく障害
児通所支援又は障害者自立支援法に基づく居宅サービ
ス等の障害福祉サービスを利用するすべての障害児に
対し、原則として、「障害児支援利用計画等」を作成す
ることになりました。障害児支援利用計画等の作成に当
たっては、様々な生活場面に沿って一貫した支援を提供
すること、障害児とその家族の地域生活を支える観点か
ら、福祉サービスだけでなく、教育や医療等の関連分野
に跨る個々のニーズを反映させることが重要です。特に
学齢期においては、障害児支援利用計画等と個別の教育
支援計画等の内容との連動が必要であり、障害児支援利
用計画等の作成を担当する相談支援事業所と個別の教
育支援計画等の作成を担当する学校等が密接に連絡調
整を行い、就学前の福祉サービス利用から就学への移
行、学齢期に利用する福祉サービスとの連携、さらには
学校卒業に当たって地域生活に向けた福祉サービス利
用への移行が円滑に進むよう、保護者の了解を得つつ、
特段の配慮をお願いします。

　「特に学齢期においては、障害児支援利用計画等と
個別の教育支援計画等の内容との連動が必要」とある
が、どのように連動していくかについての具体策は、
個人情報の保護、教職員の多忙等の壁があり、手探り
状態にあると言えよう。
　また、「放課後等デイサービス」の創設にあたり、教
育と福祉の連携のあり方についても、以下のように述
べられている。

　改正法により、学齢期における障害児の放課後等対策
の強化を図るため、障害児通所支援の一つとして、本年４
月から「放課後等デイサービス」が創設されました。放
課後等デイサービスの対象は、児童福祉法上、「学校教
育法第1条に規定する学校（幼稚園及び大学を除く。）に
就学している障害児」とされ、授業の終了後又は休業日
に生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流の
促進等を行うこととなりました。
　放課後等デイサービスの利用は、学校教育との時間的
な連続性があることから、特別支援学校等における教育
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課程と放課後等デイサービス事業所における支援内容
との一貫性を確保するとともにそれぞれの役割分担が
重要です。個々の障害児のニーズを踏まえた放課後等の
過ごし方について、特別支援学校等と放課後等デイサー
ビス事業所、保護者等との間で十分に協議するなど必要
な連携を図るようお願いします。

　放課後等デイサービスの創設に伴い、特別支援学校
等と放課後等デイサービス事業所間の送迎が新たに加
算の対象となった。これにより、学校教職員（教育）
と事業所職員（福祉）が子どもの送迎を通して関わる
機会は増えていくであろう。送迎の場でのやり取りを
連携のきっかけにしていくことも可能である。

3．特別支援教育と関係機関との連携�
（学習指導要領） 　　　　　　

　「関係機関との連携」について、平成21年（2009年）3
月に告示された特別支援学校の学習指導要領にはどの
ように記載されているのであろうか。注目すべきは、
「特別支援学校学習指導要領等の改訂のポイント」４（以
下「ポイント」と略）に示された４つの「主な改善事
項」がすべて、「関係機関との連携」と関連している
ことである。ここでは、『特別支援学校　小学部・中
学部学習指導要領』5に記載された関係箇所を列記しつ
つ、解説していく。

家庭や地域社会との連携並びに学校相互の連携や交流
及び共同学習（第1章第2節第４の1（6））
　学校がその目的を達成するため，地域や学校の実態等
に応じ，家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域
社会との連携を深めること。また，学校相互の連携や交
流を図ることにも努めること。特に，児童又は生徒の経
験を広めて積極的な態度を養い，社会性や豊かな人間性
をはぐくむために，学校の教育活動全体を通じて，小学
校の児童又は中学校の生徒などと交流及び共同学習を
計画的，組織的に行うとともに，地域の人々などと活動
を共にする機会を積極的に設けること。

　特別支援学校では学区が広いため、小・中学校と比
較して在籍児童・生徒の地域住民との日常の交流は少
なくなりがちであろう。しかし一方で、地域の老人会
と美化活動を共同で行ったり、学校の体育祭・文化祭
等に招待したりして、連携を深めている例も聞く。こ
のような活動を通して、児童・生徒、教職員ともども
地域に支えてもらっているという安心感が持てるので
あろう。
　また、関係機関との交流とは、他分野との交流のみ
ならず、教育機関同士の交流も含まれる。なかでも、
特別支援学校児童・生徒の居住地校交流は広がりつつ
あり、障害児が生涯を通して地域で暮らしていくため
の重要な試みである。なお、「ポイント」の「主な改
善事項」の一つとしても、「交流及び共同学習の推進」

が挙げられている。

生徒指導及び進路指導の充実（第1章第2節第４の2（5））
　教師と児童生徒の信頼関係及び児童生徒相互の好ま
しい人間関係を育てるとともに児童生徒理解を深め，生
徒指導の充実を図ること。また，中学部においては，生
徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択すること
ができるよう，校内の組織体制を整備し，教師間の相互
の連携を図りながら，学校の教育活動全体を通じ，計画
的，組織的な進路指導を行うこと。その際，家庭及び地
域や福祉，労働等の業務を行う関係機関との連携を十分
に図ること。

　「自立と社会参加に向けた職業教育の充実」も、「ポイ
ント」の「主な改善事項」の一つであり、高等部は言う
に及ばず、中学部からの進路指導が促されている。その
ためには関係機関との連携は欠かせない要素である。

個別の教育支援計画の作成（第1章第2節第４の2（1４））
　家庭及び地域や医療，福祉，保健，労働等の業務を行
う関係機関との連携を図り，長期的な視点で児童又は生
徒への教育的支援を行うために，個別の教育支援計画を
作成すること。

　さらに、「一人一人に応じた指導の充実」も「ポイン
ト」の「主な改善事項」の一つであり、その具体策と
して、「一人一人の実態に応じた指導を充実するため、
すべての幼児児童生徒に「個別の指導計画」を作成す
ることを義務付け」たこと、および「学校、医療、福
祉、労働等の関係機関が連携し、一人一人のニーズに
応じた支援を行うため、すべての幼児児童生徒に「個
別の教育支援計画」を作成することを義務付け」たこ
とが挙げられている。

専門の医師等との連携協力（第７章第3の７）
　児童又は生徒の障害の状態により，必要に応じて，専
門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求めるなど
して，適切な指導ができるようにするものとする。

　最後に紹介した記載は、「自立活動」に関わるもので
ある。「ポイント」の「主な改善事項」にも「障害の重
度・重複化、多様化への対応」が挙げられていて、「重
複障害児の指導に当たっては、教師間の協力した指導
や外部の専門家を活用するなどして、学習効果を高め
るようにすることを規定」と付記されている。『特別支
援学校学習指導要領解説　自立活動編』6には、上記の
指導要領の文言に関連して以下の重要な解説が付され
ている。

　学校において，幼児児童生徒の実態の把握や指導の展
開に当たって，以上のような専門的な知識や技能が必要
である場合には，幼児児童生徒が利用する医療機関の理
学療法士等やその他の外部の専門家と積極的に連携し
て，幼児児童生徒にとって最も適切な指導を行うことが
必要である。その際，留意すべきことは，自立活動の指
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導は教師が責任をもって計画し実施するものであり，外
部の専門家の指導にゆだねてしまうことのないように
することである。つまり，外部の専門家の助言や知見な
どを指導に生かすことが大切なのである。
　このような専門家からの指導・助言を得ることの必要
性の有無を判断するのは，当然，自立活動の指導に当た
る教師である。したがって，教師は日ごろから自立活動
に関する専門的な知識や技能を幅広く身に付けておく
とともに，関連のある専門家と連携のとれる体制を整え
ておくことが大切である。

４．関係機関との連携についての教員の意識

①　�これまでに関係機関（専門家）と連携を取ったこ
とがあるか？

　『最終報告』によって「関係機関との有機的な連携と
協力」が打ち出されてから10年近く経過しているが、
この間「関係機関との連携」は進んだのであろうか。
筆者はある程度「進んだ」と考えているが、そのこと
を示す資料を以下に示す。
　筆者は2003年度の認定講習において「専門家・親と
の連携についてのアンケート」（無記名）を受講者59
名に対して行った。質問紙調査項目の一つ「これまで
に、担任する障害児を指導する上で、精神科医等の専
門家と連携を取ったことがありますか？」という質問
に対し、「はい」が30名「いいえ」が29名と、実に半
数近くの受講者が専門家との連携を取ったことがない
という回答であった。一方、今回の「関係機関との連
携」についての質問紙調査（無記名）では、「これま
でに、担任する障害のある子を指導する上で、関係機
関（専門家）と連携を取ったことがありますか？」と
いう同様の質問に対し、「はい」が2７名「いいえ」は
４名のみであった。
　確かに「専門家」と「関係機関」ではニュアンスが
異なり、「専門家」のほうがよりしきいの高い表現に
なっていたかもしれないが、2003年度の場合も、次の
質問項目（「どういう種類の専門家ですか？」）のなか
で、精神科医のほかに小児科医、理学療法士、作業療
法士、ソーシャルワーカー、社会福祉士、介護福祉士、
保健士、臨床心理士、看護士の例を挙げ、その他（　
　　　）の欄も設けていたので、専門家を極端に狭く
とらえる回答者は少なかったものと思われる。また、
2003年度の認定講習では事前にテーマを伝えていな
かったのに対し、今回の認定講習では事前に課題を示
していたため、「関係機関との連携」に関心のない教員
は受講しなかったゆえの結果とも考えられるが、それ
らの要因を差し引いたとしても、「関係機関との連携」
は進んだと言えるのではないだろうか。

②　どんな関係機関（専門家）と連携したか？
　今回の質問紙調査で「連携を取ったことがあります

か？」に「はい」と答えた者に、「どういう種類の関係
機関ですか？」と選択肢を示して尋ねたところ（複数
回答可）、教育、医療・保健、福祉、労働の分野ごとに
多い順に2名以上回答している項目を並べると以下の
結果となった。社会福祉法人（作業所）が、福祉と労
働の分野にまたがる項目であるなど、分野を定めがた
い項目もあるが、最も近いと考えられる分野に分類し
た。なお、選択肢については、前回の質問紙調査、今
回の事前課題レポート等を参考にして、前回よりも多
く提示した。

・教育
　 小学校（6）、中学校（5）、大学（４）、地域の教育セ
ンター（3）、高校（2）

・医療・保健
　 医師（13）、理学療法士（11）、作業療法士（10）、看
護師（8）、言語聴覚士（8）、臨床心理士（４）、保健
師（2）

・福祉
　 児童相談所（12）、デイサービスの事業所（12）、社会
福祉法人（作業所など）（10）、市町村の福祉課（9）、
社会福祉協議会（７）、ケースワーカー（社会福祉士
も含む）（6）、福祉機器メーカー（5）、保育士（４）、
通訳者（2）、寄宿舎指導員（2）

・労働
　実習・雇用受け入れ先の企業（10）

　これらの結果から、特別支援教育に携わる教員は、
医療分野の医師、福祉分野の児童相談所、デイサービ
スの事業所をはじめとして、様々な関係機関（専門家）
と連携していることがわかる。

③　連携は役に立ったか？
　前回の質問紙調査で専門家と連携を取ったことがあ
ると答えた教員に、印象に残る一例を挙げてもらっ
た上で、「その連携はあなたにとって役に立ちました
か？」について回答してもらった。その結果を学校種
ごとにまとめたものが表1である。また今回の質問紙
調査で関係機関（専門家）と連携を取ったことがある
と答えた教員に、同様の質問をした結果が表2である。
学校種間で転勤している場合は、連携が実践された際
の学校種でカウントした。
　表1全体を見渡すと、専門家と連携を取った教員の
うちの86％（29名中25名）が、「とても役に立った」
ないしは「役に立った」と回答しており、実際に連携
を取った多くの教員がその成果について満足している
ことがわかる。とりわけ病弱養護学校では、3名中2
名が「とても役に立った」と回答している。これは、
病弱養護学校では施設内教育・訪問教育等で、医療ス
タッフとの密接な連携のもとで教育が実践されるシス
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テムが以前から有効に機能していたためであろう。一
部の肢体不自由養護学校も、医療機関が隣接している
ため、連携の効果が上がっていた例が多いのだろう。
一方、知的障害養護学校では、実際に連携してみたも
のの、「あまり役に立たなかった」と回答している教
員が3名（25％）と高率に見られる。知的障害養護学
校における連携は、主に行動上の課題をめぐるもので
あり、医療技術的な課題と比較して、すっきりとした
解答が得られる性質のものが少ないためであろう。病
弱養護学校から知的障害養護学校へ転勤した教員は、
「連携が役立った」事例は病弱養護学校在職中のもので
あり、「知的障害養護学校では専門家との連携はうす
い」とわざわざ付記している。
　表2においても、関係機関（専門家）と連携を取っ
た教員のうちの89％（2７名中2４名）が、「とても役に
立った」ないしは「役に立った」と回答しており、少
なくとも印象に残ったケースについては、おおむね連
携に満足していることがわかる。特筆すべきは、前回
の質問紙調査と比較して「とても役に立った」と「役
に立った」の数が逆転していることであり、ここ十年
足らずの間に連携の効果が顕著となっていることがわ
かる。一方、今回の質問紙調査でも「あまり役に立た
なかった」としている教員も3名おり、実際に連携を
取ったものの、連携の成果について疑問視されるケー
スが一定数あることがうかがわれる。

④　連携がとても役に立った事例
　それでは次に、専門家との連携について「とても役
に立った」と回答している教員が実践した連携事例の
いくつかを、前回の質問紙調査（学校種が養護学校）、
今回の質問紙調査（学校種が特別支援学校・中学校）
の自由記述等をもとに紹介していく。
（事例1）
学校種：知的障害特別支援学校
連携した専門家：言語聴覚士
対象児の概要：中2自閉症児、療育手帳A、てんかん
連携 の要旨：言語訓練の様子を見学して、訓練の後に

言語聴覚士から話を聴いた。
 「と ても役に立った」理由：子どもが訓練を受ける様

子を実際に見ることができ、言語訓練を今後学校
の生活の中でも生かす（同じ指導をしていく）こ
とができるとわかったから。

　前回の調査でも同様に言語聴覚士と連携した「とて
も役に立った」事例があり、その理由は「学校での指
導の方向とおおむね同じだったことが確認でき、その
後の指導をより充実させることができた」であった。

（事例2）
学校種：知的障害養護学校
連携した専門家：小児科医
対象 児の概要：乳児重症ミオクロニーてんかん、中3、

重度重複学級

表１　専門家との連携は役に立ったか？（２003年）

とても役に立った 役に立った あまり役に立たなかった 計

知的障害養護学校 3 6 3 12

肢体不自由養護学校 3 10 1 1４

病弱養護学校 2 1 0 3

計 8 1７ ４ 29

（注）　 「その連携はあなたにとって役に立ちましたか？」という質問に対し、無回答の質問紙が1部あったので、その1部を
除いて29部を集計した。

表２　関係機関（専門家）との連携は役に立ったか？（２0１２年）

とても役に立った 役に立った あまり役に立たなかった 計

知的障害特別支援学校 ４ ４ 2 10

肢体不自由特別支援学校 5 2 1 8

病弱特別支援学校 0 1 0 1

聴覚特別支援学校 1 2 0 3

小学校 1 2 0 3

中学校 2 0 0 2

計 13 11 3 2７

（注）なお愛知県では、200７年度特別支援教育本格実施以降も、障害別に特別支援学校が設立されている。
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連携 の要旨：年度当初に懇談（学校での様子、てんか
んの様子について、定期検診時に保護者を通して
記録を提出）。保護者理解の方法、子どもの病気
に対する理解や対応について、主治医の見解を聴
く。生徒の体調、体力をどのように考慮し、学校
での活動を展開すればよいかの相談。

 「と ても役に立った」理由：保護者の様子がよくわかっ
たので、それを考慮して学校で対応することがで
きた。（保護者との関係をまず良好に保つことか
らスタートすることができた。）

　てんかんのある児童についての連携では、学校での
発作時の様子をビデオで撮影し、医師にその対応につ
いて相談するという連携もあった。

（事例3）
学校種：知的障害特別支援学校
連携した関係機関：雇用受け入れ先の企業
対象児の概要：知的障害を有する卒業生
連携 の要旨：就労したが、作業能率が上がらない、寮生

活になじんでいない、お金の使い方が不適切など
の問題がある卒業生について、企業側と話し合っ
た。

 「と ても役に立った」理由：障害者雇用について、企
業が求めていることは、健常者の雇用の場合と差
がないことがわかった。一方で、企業の人事担当
者と、現場で働いている人との考え方の差があっ
た。卒業生に求められることについて、考える機
会となった。

（事例４）
学校種：肢体不自由特別支援学校
連携した専門家：医師
対象 児の概要：医療的ケア対象の生徒。痰の流れ込み

から学校で嘔吐を繰り返し、吸引が必要と思われ
たが、保護者は気管切開を拒否。

連携 の要旨：主治医に状況を説明し、自力での排痰の
方法を教わり、空気を飲み込み過ぎた時に胃ろう
からガス抜きする指示をもらい、学校で実践し
た。また、保護者に対しても、後日、今後の生活
について話をしてもらった。

 「と ても役に立った」理由：健康面について医師から
具体的な指示がもらえた。また保護者に主治医の
立場から話をしてもらい、将来的に気管切開をす
ることも提案してもらえた。これらのことは教師
からはなかなか話しづらい。

 
（事例5）
学校種：肢体不自由特別支援学校
連携した専門家：医師、理学療法士

対象児の概要：小1男児、脳性まひ、自閉症
連携 の要旨：隣接の医療機関との合同カンファレンス
（整形外科医、理学療法士、保護者、本児、担任）
を夏季休業中に行い、適切な指導（立位保持、歩
行など）についてのアドバイスを受けた。また、
理学療法士とは定期的に「連絡ノート」を交換し、
学校での様子、医療機関での訓練の内容などを確
認し合った。

 「と ても役に立った理由」：肢体不自由特別支援学校に
転勤し1年目というなかで、何をどう指導すれば
よいのか手探り状態であったが、やっていくこと
が明確になった。 

（事例6）
学校種：肢体不自由養護学校
連携 した専門家（関係機関）：理学療法士、福祉プラ

ザ、言語聴覚士
対象児の概要：脳性まひ
連携 の要旨：コミュニケーション機器についての相談。

生徒に合った使用方法を検討（トーキングエイド、
パソコン、文字盤など）。保護者と福祉プラザに行
き話し合う。（以後月1回保護者が出向き、時には
言語聴覚士も交えて話し合いの場を持っている。）

 「と ても役に立った」理由：新しい情報（福祉機器、
制度）について知ることができた。専門的なこと
でアフターケアしてもらえた。

　福祉機器について、現在は、メーカーが直接特別支
援学校を定期的に訪問し、アフターケアする事例もあ
るようだ。

（事例７）
学校種：肢体不自由特別支援学校
連携した関係機関：小・中学校
対象児の概要：居住地校交流希望児童・生徒
連携 の要旨：交流相手校に、希望児童保護者とともに

行き、年間の交流計画について、相手校の校長、
教務主任、担任と複数回打ち合わせの機会をもっ
た。交流当日も担任として様子を見て、次時の交
流の際に活かせるよう、再度の話し合いの場を
もった。 

 「と ても役に立った」理由：地域の学校が特別支援学
校との連携についてどの程度理解しているか、ま
たその意識についてよく知ることができたから。
年々、小・中学校側から前向きな対応が見られる
ようになってきた。

（事例8）
学校種：病弱養護学校
連携 した専門家：精神科医、小児科医、臨床心理士、
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看護師
対象児の概要：不登校生徒
連携 の要旨：対象生徒の病状・家族関係の理解のため、

保護者との面談、生徒とのやり取りだけではわか
らない点を説明してもらい、地元校復学への参考
にした。

 「と ても役に立った」理由：病状についてはもちろん
のこと、本来はこちらの得意分野であるはずの生
徒指導上の問題についても意外なアドバイスをも
らえることが多かった。そうではないこともまま
あるが、お互いの領域を侵さない配慮があれば、
外部との連携は双方にとって有益だと思う。

（事例9）
学校種：聴覚特別支援学校
連携した専門家：精神科医
対象 児の概要：同じ学校の生徒（異性）との問題行動。

他の生徒とうまく関係が築けない等から授業を受
けることができず、体重減、不眠、情緒の不安定
等が見られ、教員の相談等にもあたる精神科医を
紹介。本人、母親、担任教員、寄宿舎指導員で受
診、その後電話でも学校の様子を伝え、指導の仕
方を相談。

 「と ても役に立った」理由：思春期だからという枠を
超えて不安定な生徒への対応の仕方を客観的に教
わった。母子関係など学校からは支援できないこ
とも支援してもらった。

（事例10）
学校種：中学校
連携した関係機関：児童相談所
対象児の概要：知的障害特別支援学級生徒
連携 の要旨：保護者にも養育能力がないため、児童相

談所スタッフも交え、金銭面、生活面、進路等の
支援の方法を検討した。

 「と ても役に立った理由」：金銭面の心配がなくなり、
生活の見通しが立った。中学卒業後進学ができ、
成人するまで後見人（里親）が世話をしてくれる
ことになった。

⑤　連携が役に立たなかった事例
　新旧両質問紙調査における連携が「あまり役に立た
なかった」７事例のうち、知的障害特別支援学校（養
護学校）における実践が5事例あり、連携を実践した
ものの期待した効果を上げていない率が高いことがわ
かる。そのうちの2事例を紹介して、共通した問題点
を探っていきたい。
（事例11）
学校種：知的障害養護学校
連携した専門家：精神科医

対象 児の概要：学校では問題ない子なのに、家や外出
先で別人のような行動をする。

連携の要旨：校医～年2回のカウンセリング的なこと
　　 主治医～学校の様子を文面で知らせてほしいとの

ことだったので書いて送る。
 「あ まり役に立たなかった」理由：「学校で我慢してい

るから家や外で悪いことが出る」という保護者の
気持ちが全く改善されないから。（担任だけでな
く、誰の目から見ても、学校ではリラックスし、
安定して過ごせていると映る。）

（事例12）
学校種：知的障害養護学校
連携した専門家：精神科医
対象 児の概要：水頭症の生徒が学校で暴れることへの

対応の相談
連携 の要旨：「水頭症の子はおとなしい」と一言言われ

て終わりだった。暴れまわる姿をビデオに録画し
て、先生（精神科医）も信ぜざるを得ない状況に
なった。

 「あ まり役に立たなかった」理由：専門家が親の話を
聞くだけでなく、学校での現場の話を聞くように
しなかったこと。

　この2事例の共通点は、推測するに、問題行動の捉え
方について保護者と学校の間に見解の相違があり、保
護者が学校に対し何らかの不信感を抱いていることで
ある。こうした状況を打開するために、保護者の要請
を受けて専門家が登場するが、保護者・学校ともに自
説に賛意を示してくれると期待するだけに、双方が満
足する結果は得られないという構図である。「あまり
役に立たなかった」とは、端的に言えば、「専門家が思
い通りに動いてくれなかった」ということである。こ
うした「連携」がなされる場合、保護者と専門家の間
では無理解で高圧的な学校というイメージが、学校側
ではモンスターペアレントと役に立たない専門家とい
うイメージが固定化されてしまう傾向にある。学校側
の意を受けた専門家が登場する場合は、専門家が学校
側につく傾向があるという違いがあるものの、同じよ
うなイメージの固定化の危険性がある。
　学校側がこのような事例に対応する場合はまず、専
門家のお墨付きを得ようとする前に、保護者との関係
を改善させていかねばならない。教師側も保護者側も
自らの認識に固執してしまっては、感情的な対立が深
まっていくばかりである。客観的に考えて理不尽なも
のでなければ、相手の見解・要望を謙虚に聴き、可能
なことであるならば試みるといった歩み寄りが必要に
なる。
　一方、専門家がこのような事例に対応する場合は、
保護者側、学校側いずれの側から要請されたとして
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も、要請した側に巻き込まれずに中立的に対処するこ
とが大切である。筆者自身は、発達支援相談室で相談
を担当する保護者から学校側とのこのような「連携」を
要請された場合、「学校側からの話を聴くと、普段あな
たから聴いている話からイメージされた風景とは別の
風景が見えてくるかもしれません。その上で私の見解
を伝えることになりますが、それでいいですか？」と
断るようにしている。その上で保護者から「連携」の
了解を得た場合は、双方の話をよく聴いた上で、どち
らが正しいか判定を下すのではなく、保護者と学校側
の仲立ちとなるよう努力している。

　次に、肢体不自由養護学校（特別支援学校）教員が
記述した連携が「あまり役に立たなかった」2事例を
取り上げてみる。
（事例13）
学校種：肢体不自由養護学校
連携した専門家：理学療法士
対象児の概要：脳性まひ。重度。
連携 の要旨：就学前の障害児の療育施設の理学療法士

より、研究会のモデルケースとして担任する生徒
の学校での姿勢のVTR撮影を依頼され撮影した。

 「あ まり役に立たなかった」理由：研究会に参加する
ことを希望したが、会費制ということで、受け入
れてもらえなかった。研究会における指導を学校
にも報告してもらえることになっているが、まだ
ない。

　この事例は、そのまま報告がなかったとしたら、「連
携」ではなく、理学療法士が教員を「利用」しただけ
である。真の連携とは、与え合うことであり、つなが
ることによって、双方にとって得るものがあり、学び
がある取り組みである。

（事例1４）
学校種：肢体不自由特別支援学校
連携した関係機関：デイサービス等の事業所
対象児の概要：重複学級在籍の脳性まひ児
連携 の要旨：事業所が独自に作成した障害児支援利用

計画と学校の教育支援計画をすり合わせて指導に
当たった。

 「あ まり役に立たなかった」理由：共通した指導が定
着しなかったため。事業所と学校での生徒のでき
る範囲が大きく違っているため、それぞれの場所
で要求されるレベルに差があったと感じた。

　この事例は、今後の「教育と福祉の連携の一層の推
進」を目指す上で、越えなければならない課題を示唆
しているように思われる。子どもは、学校、事業所、家
庭でそれぞれ異なった姿を見せる。それだからこそ、

教育・福祉・家庭の連携によって子どもを総合的・複
眼的にとらえることができるのであり、共通点のみで
つながろうとすると連携の幅が狭まってしまうのでは
ないだろうか。

⑥　連携してこなかった理由
　前回の質問紙調査で「連携をとったことがない」と回
答した29名中、知的障害養護学校の教員が19名、肢体
不自由養護学校の教員が10名であった。表1を参考に
したうえで、この数値を見ると、肢体不自由養護学校
と比較して、知的障害養護学校の教員に、「専門家との
連携を取ったことがない」教員が多いことがわかる。そ
の理由としては、肢体不自由養護学校では、医療機関と
隣接する学校がある上に、生命の維持に関わる問題で
専門家との連携を必要とすることが多いのに対して、
知的障害養護学校では主に行動上の問題で専門家との
連携を模索するため、連携の利便性が感じにくく、対
応に向けての切迫感に乏しいことが考えられる。
　「連携をとったことがない」と回答した教員に、「連
携の必要性を感じない」「専門家はしきいが高い」「連
携がかえって混乱を招きそう」「その他（自由記述）」
の選択肢を提示した上で、その理由を尋ねたが、ぴっ
たりする選択肢がない、あるいは一言では答えられな
いと感じた教員が多かったせいか、「その他」を選び、
その理由を自由記述した回答が過半数を占めた。その
ため、「その他」の自由記述を分類した上で、理由を多
い順に上げると以下のようになった。（記述内容が多
く、一人の記述が複数の分類にカウントされている場
合がある。）
「機会がなかった」（9）
「連携の必要性を感じない」（8）
「連携の仕方がわからない」（5）
「まずは親との連携を大切にしたい」（４）
「専門家はしきいが高い」（3）
「連携がかえって混乱を招きそう」（2）
「多忙で時間が取れない」（2）
「専門機関と連携する際の校内手続きが面倒」（1）
　「機会がなかった」のは、「連携の必要性を感じない」
の婉曲的な表現のように考えられる。「教員になって
から日が浅い」（2）という回答もこれに含んだ。
　今回の質問紙調査では、これらの選択肢も提示した
上で回答してもらったが、「連携をとったことがない」
教員は31名中４名のみで、すべて知的障害特別支援学
校教員であった。その理由は、「機会がなかった」「連
携の仕方がわからない」「多忙で時間が取れない」がそ
れぞれ1名ずつで、その他として「親が複数の関係機
関（医師や療法士）と数年にわたって連携を取ってい
る。その様子を受け学校での指導に反映させているた
め、新たに学校側が独自で連携を取ることは少ない」
という回答があった。
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５．おわりに

　本稿では、「特別支援教育における関係機関との連
携」の近年の「施策の動向」および新「学習指導要領」
との関連を記述し、「関係機関との連携」をテーマにし
た質問紙調査の結果を紹介するのみで紙数が尽きてし
まった。よって、別稿において、認定講習受講教員の
事前レポート、全体協議、グループ協議とその「ふり
かえり」および最終レポートから見えてきた、「特別支
援教育における関係機関との連携の効果と問題点、期
待されるあり方」について論じていく予定である。
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